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(57)【要約】
【課題】光センサにより照射面を監視してＬＥＤ光源の
駆動回路を制御するバックライト装置で、光センサを長
期間使用しても高精度の検出感度を維持することができ
、照射面が安定した輝度、色度を長期間維持することが
できるバックライト装置を提供すること。
【解決手段】ＬＥＤ１からの出射光のうち直接光の進行
を遮蔽する直接光遮蔽部１５、１５ａ、１５ｂを設け、
この直接光遮蔽部１５、１５ａ、１５ｂにより遮蔽され
たＬＥＤ１からの出射光のうち直接光は受光せずに間接
光のみを受光するように光伝導領域１３の外側に光セン
サ４を配置する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体内に収納された実装基板に実装された複数のＬＥＤと、このＬＥＤからの出射光が
光伝導領域を介して受光する位置に配置された面発光ユニットと、前記ＬＥＤからの出射
光のうち直接光の進行を遮蔽する直接光遮蔽部位と、前記光伝導領域の外側に配置され前
記直接光遮蔽部位により直接光が遮蔽されて前記ＬＥＤからの出射光のうち間接光のみを
受光する光センサと、前記光センサが検出した検出値を同等に保つように前記ＬＥＤに供
給する電流値を制御する制御回路とを有することを特徴とするバックライト装置。
【請求項２】
　前記直接光遮蔽部位は前記筐体の側壁側に形成され、かつ、前記光センサの受光面の前
方に形成されていることを特徴とする請求項１記載のバックライト装置。
【請求項３】
　前記直接光遮蔽部位は前記筐体の側壁側に形成され、かつ、前記光センサの受光面が前
記光伝導領域に対して背面になる配置により形成されていることを特徴とする請求項１記
載のバックライト装置。
【請求項４】
　前記直接光遮蔽部位は前記ＬＥＤが設置されている位置よりも下方に配置されている反
射部材に孔設され、かつ、前記光センサは前記直接光遮蔽部の下方に配置されていること
を特徴とする請求項１記載のバックライト装置。
【請求項５】
　前記光センサは、複数個が配置されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
１項に記載のバックライト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として液晶表示装置に用いられているＬＥＤを光源としたバックライト装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置に用いられているバックライト装置として、従来の冷陰極放電灯か
らＬＥＤに代替される動きが進んでいる。それは、ＬＥＤは水銀フリーで環境調和性がよ
いこと、さらに発光効率が向上したことが主な理由である。（例えば、特許文献１を参照
）
　ＬＥＤを光源としたバックライト装置は、これまで携帯電話やモバイル機器などの液晶
表示部の中・小型用途が中心であったが、２０型以上の液晶モニタなどの中型用途や、４
０型以上の液晶テレビなどの大型用途にも採用の動きが進んでいる。
【０００３】
　特に、液晶表示装置用のバックライト装置としては、液晶の色再現性向上の長所を活か
すために、単色発光する赤、緑、青（Ｒ、Ｇ、Ｂ）の三原色の発光波長を有するＬＥＤを
組み合わせ点灯したり、また、ＬＥＤで蛍光体を励起して白色発光する白色ＬＥＤが、コ
ストや用途に応じて適宜に用いられている。
【０００４】
　通常、ＬＥＤの発光効率は温度によって変化し、温度が上昇するにつれて発光効率は低
下する。特に、ＬＥＤの発光効率は、ＬＥＤの構成材料（チップ、チップを封止している
樹脂、蛍光体等）の劣化や温度変化に大きく依存しており、特に電流の増加に伴いＬＥＤ
の温度が上昇すると急速に発光効率が低下する。そのため、バックライト装置にＬＥＤを
組み込んだ場合、ＬＥＤ自体が発生させる熱により、点灯直後とその後でＬＥＤの発光効
率に変化が発生する。この発光効率の変化はバックライトとしての輝度変化を引き起こす
。
【０００５】
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　また、ＬＥＤの発光素子は青色、緑色はｌｎＧａＮ系、赤色はＡｌｌｎＧａＰ系と材料
が異なるため、温度変化に対する発光効率依存性も異なる。それにより、Ｒ、Ｇ、ＢのＬ
ＥＤを使用した場合には、バックライト装置の輝度変化のみならず、各色の光量比が変化
することで、白色色度も変化することになる。
【０００６】
　ＬＥＤの温度変化に伴う表示面への影響に対処するために、液晶表示装置に用いられて
いるバックライト装置の内部に光量を測定するための光センサであるカラーセンサや照度
センサを設置することがおこなわれている。つまり光センサにより測定した光量に基づい
てＬＥＤに供給する電流を制御し、バックライト装置の発光面の輝度の変化を抑制制御し
ている。（例えば、特許文献２～５を参照）
　また、ＬＥＤ光源はバックライト装置の発光面に対して、部分的に明るさの調整制御が
できるエリア制御（ローカルディミングとも言う）が可能という特徴もある。つまり、Ｌ
ＥＤは駆動回路の設計次第でＬＥＤを１つ１つ制御する個別制御から、ＬＥＤを幾つかブ
ロック化してブロックごとに制御することを比較的容易におこなうことができる。それに
より、バックライト装置の発光面の使用初期の明るさや色合いを、長時間の点灯において
も明るさの低下や色のシフトが生じることも防止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－３３３５８３号公報
【特許文献２】特開平１０－４９０７４号公報
【特許文献３】特開２００４－１９９６８号公報
【特許文献４】特開２００４－２１１４７号公報
【特許文献５】特開２００６－３４４２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように液晶表示装置では光源にＬＥＤを用いた場合、ＬＥＤの発光効率は、ＬＥ
Ｄの構成材料（チップ、チップを封止している樹脂、蛍光体等）の劣化や温度変化に大き
く依存しており、特に電流の増加に伴いＬＥＤの温度が上昇すると急速に発光効率が低下
する。そのため、バックライト光源にＬＥＤを組み込んだ場合には、ＬＥＤ自身が発生す
る熱等により、点灯直後と一定時間経過後とにおいて発光効率に変化が生じ、光源全体の
輝度や色度が経時的に変化するという問題がある。
【０００９】
　そのため、ＬＥＤの温度変化に伴う発光効率の低下が表示面に影響することに対処する
ため、バックライト装置の内部に光量を測定するための光センサを設置することがおこな
われている。光センサとしては通常、各色（発光波長）のＬＥＤ光を検出するために、受
光面にＲＧＢのカラーフィルタが形成されているカラーセンサや、照度を測定する照度セ
ンサが用いられている。
【００１０】
　ただし、カラーセンサの場合、受光面に形成されているカラーフィルタは一般的に有機
材料が用いられている。有機材料は、長期間にわたって強い光（特に波長が短く明るい光
）に曝されると光劣化が生じる。その際、光劣化したカラーフィルタを通過した光を受光
した光センサ（カラーセンサ）の検出感度は、使用開始時と比べて変化（本来フィルタで
遮断している波長成分［波長吸収領域］の一部が通過し、カラーセンサの内部に取りこま
れるため）してしまうという問題が生じる。
【００１１】
　そのような場合、輝度・色度のフィードバック制御に用いる光センサの検出結果データ
が、真のデータから幾らかずれた値となってしまう。その結果、光劣化したカラーフィル
タを通過した光を受光した光センサの検出結果データをもとに、ＬＥＤの駆動回路に対し
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てフィードバック制御を行うと、本来、長時間の使用においても、常に安定した輝度、色
度（装置毎に決定した値：製品性能）を維持するバックライト装置の本来の目的を達成で
きない。
【００１２】
　したがって、カラーセンサが長期わたって高精度に測定できるように、カラーフィルタ
の光劣化を抑制する必要がある。特にＬＥＤから光センサに直接入射する高輝度の光を抑
制し、カラーフィルタの光劣化に起因する光センサ検出感度の経時変化を可能な限り小さ
くする必要がある。
【００１３】
　例えば、上述の特許文献３に記載されているバックライト装置は、光源にＲ、Ｇ、Ｂそ
れぞれ単色発光する３色のＬＥＤを用いて導光板の側面に配置したＬＥＤサイドライト方
式である。このバックライト装置では、導光板の側面では光が全反射して側面から光セン
サへ光が出ないため、全反射しないで光センサの受光面に光が取り出せる角度にする為の
屈折率調整部材が設けられている。つまり、ある特定位置のＬＥＤの光強度変化が検出結
果に影響することを防ぐ目的で、光センサに所定の角度のみで入射させる手段（ピンホー
ルを有する遮光部材）が示されている。
【００１４】
　しかし、光センサヘの入射角度を規制するのみでは、複数位置に設けられている光源か
ら直接光センサヘ入射する光の全てを防ぐことは困難である。したがって、光センサの検
出感度の経時変化を低減するという課題に対しては、充分に適切な方法を用いているとは
言い難い。
【００１５】
　本発明はこれらの事情にもとづいてなされたもので、光センサにより照射面を監視して
ＬＥＤ光源の駆動回路を制御するバックライト装置で、光センサを長期間使用しても高精
度の検出感度を維持することができ、照射面が安定した輝度、色度を長期間維持すること
ができるバックライト装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明のバックライト装置の実施の形態にかかる特徴は、筐体内に収納された実装基板
に実装された複数のＬＥＤと、このＬＥＤからの出射光が光伝導領域を介して受光する位
置に配置された面発光ユニットと、前記ＬＥＤからの出射光のうち直接光の進行を遮蔽す
る直接光遮蔽部位と、前記光伝導領域の外側に配置され前記直接光遮蔽部位により直接光
が遮蔽されて前記ＬＥＤからの出射光のうち間接光のみを受光する光センサと、前記光セ
ンサが検出した検出値を同等に保つように前記ＬＥＤに供給する電流値を制御する制御回
路とを有することである。
【００１７】
　また、本発明のバックライト装置の実施の形態にかかる特徴は、前記直接光遮蔽部位は
前記筐体の側壁側に形成され、かつ、前記光センサの受光面の前方に形成されていること
である。
【００１８】
　また、本発明のバックライト装置の実施の形態にかかる特徴は、前記直接光遮蔽部位は
前記筐体の側壁側に形成され、かつ、前記光センサの受光面が前記光伝導領域に対して背
面になる配置により形成されていることである。
【００１９】
　また、本発明のバックライト装置の実施の形態にかかる特徴は、前記直接光遮蔽部位は
前記ＬＥＤが設置されている位置よりも下方に配置されている反射部材に孔設され、かつ
、前記光センサは前記直接光遮蔽部の下方に配置されていることである。
【００２０】
　また、本発明のバックライト装置の実施の形態にかかる特徴は、前記光センサは、複数
個が配置されていることである。
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【発明の効果】
【００２１】
　本発明により、光センサにより照射面を監視してＬＥＤ光源の駆動回路を制御する装置
で、光センサを長期間使用しても高精度の検出感度を維持することができ、照射面が安定
した輝度、色度を長期間維持することができるバックライト装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施のバックライト装置の構成を示す概略斜視図。
【図２】本実施のバックライト装置の構成を示す一部切欠側断面図。
【図３】本実施のバックライト装置に用いる光センサのＲ、Ｇ、Ｂ波長感度特性を示すグ
ラフ。
【図４】本実施のバックライト装置に用いる制御回路のブロック図。
【図５】従来のバックライト装置の構成を示す一部切欠側断面図。
【図６】光劣化した場合のカラーフィルタの吸収波長域の広がりを示すグラフ。
【図７】従来のバックライト装置に用いられている光センサがカラーフィルタの経時変化
に伴い、光センサの感度が経時変化していく状態を示すグラフ。
【図８】本実施形態のバックライト装置の光センサの感度の経時変化を示すグラフ。
【図９】従来のバックライト装置に用いられている光センサの出力で制御した場合のバッ
クライト装置の輝度の経時変化を示すグラフ。
【図１０】本実施形態のバックライト装置の光センサの出力で制御した場合のバックライ
ト装置の輝度の経時変化を示すグラフ。
【図１１】従来のバックライト装置の光センサの出力で制御した場合のバックライト装置
の色度の経時変化を示すグラフ。
【図１２】本実施形態のバックライト装置の光センサの出力で制御した場合のバックライ
ト装置の色度の経時変化を示すグラフ。
【図１３】本実施のバックライト装置の実施例の構成を示す一部切欠側断面図。
【図１４】本実施のバックライト装置の実施例の構成を示す一部切欠側断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明のバックライト装置の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２４】
　図１は、本実施の形態におけるＬＥＤを光源にとしたバックライト装置の構成を示す概
略斜視図で、図２は、その一部切欠側断面図である。
【００２５】
　本実施の形態のバックライト装置５０は、赤色（Ｒ），緑色（Ｇ），青色（Ｂ）にそれ
ぞれ単色発光する複数のＬＥＤ１を直線状に実装して配置した複数のＬＥＤ実装基板２、
ＬＥＤ実装基板２を内部底面に並列配置した筐体であるユニットケース３、ユニットケー
ス３の内部両側面に配置されそれぞれ光センサ４を固定した側壁部材５、ユニットケース
３の外部において光センサ４とＬＥＤ実装基板２とに接続された制御回路６、レンズシー
ト７とこのレンズシートを挟んで対向配置した拡散シート８ａ、８ｂとからなる光学シー
ト９、光学シート９の下面に配置された拡散板１０、および、光学シート６と拡散板７と
で構成される面発光ユニット１１をユニットケース３に固定する額縁状のフロントフレー
ム１２を備えている。また、ユニットケース３の底面３ａの上方には、ＬＥＤ実装基板２
が配置された領域を除いて、白色反射シート等による反射部材１６が配置されている。
【００２６】
　図２に側断面図を示したように、側壁部材５は非透光性部材で形成され、下端面がユニ
ットケース３の内部に載置された状態で、上端面が面発光ユニット１１の拡散板１０に接
し、ユニットケース３の底面３ａから面発光ユニット１１の下面までの距離を規制するス
ペーサの役割を果たしている。それによりユニットケース３の内部にはＬＥＤ１の出射光
が面発光ユニット１１へ照射できる所定寸法の光伝導領域として光学空間１３を形成して
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いる。
【００２７】
　したがって、面発光ユニット１１では、ＬＥＤ１からの出射光は、光学空間１３を介し
て拡散板１０の下面側（光学空間１３の側）が受光する受光面になる。また、受光面から
面発光ユニット１１を通過した光は、光学シート９の上面側の拡散シート８ａから外部に
発光し、面発光ユニット１１の発光面であると共に、バックライト装置５０としての発光
面になる。
【００２８】
　また、側壁部材５の立設方向のほぼ中央部には凹部状の入射窓１４が形成され、この入
射窓１４の内部に光センサ４が固定されている。しかも、光センサ４の受光面４ａにＬＥ
Ｄ１からの出射光のうち直接光（直線で示したＡ、Ｂ以下の説明でも同様）が入射しない
ように、直接光遮蔽部位１５が形成されている。したがって、光センサ４の受光面４ａに
は、ＬＥＤ１からの直接光Ａ、Ｂは入射せずに、光学空間のいずれかの壁面で反射・拡散
した間接光（点線で示したＡｎ、Ｂｎ以下の説明でも同様）のみが入射する。
【００２９】
　なお、本明細書では、「直接光Ａ、Ｂ」とは、ＬＥＤ１から出射した出射光が１回も反
射シート、拡散板１０、側壁部材５等で反射していない光を指す。また、「間接光Ａｎ、
Ｂｎ」とは、白色反射シート、拡散板１０、側壁部材５等で少なくとも１回以上の反射を
経て拡散している光を指している。
【００３０】
　また、Ｒ、Ｇ、ＢのＬＥＤ１におけるそれぞれの発光スペクトルピークは、Ｒの場合が
波長６１０～６５０［ｎｍ］、Ｇの場合は波長５１５～５３５［ｎｍ］、Ｂの場合は波長
４０～４７０［ｎｍ］に存在する。ＬＥＤ１は、Ｒ、Ｇ、Ｂの発光素子をそれぞれパッケ
ージングして単色のＬＥＤ１として構成されている。
【００３１】
　また、単色のＬＥＤ１に代えて、複数色の発光素子をパッケージングして多色のＬＥＤ
１とする構成も可能であり、また、ＬＥＤ実装基板２の上面にＲ、Ｇ、Ｂの発光素子を直
接配置してもよい。なお、Ｒ、Ｇ、Ｂの混合比、即ち、ユニットケース３に配置されるＬ
ＥＤ１の数量と配置場所、更にはＬＥＤ１に対して供給される駆動電流等は、面発光ユニ
ット１１で所望の白色色度が得られるように予め決定されている。
【００３２】
　ユニットケース３の底面３ａには、ＬＥＤ実装基板２が配置された領域を除いて、白色
反射シート等の反射部材１６が設けられており、その反射部材１６は反射領域として機能
する。Ｒ、Ｇ、ＢのＬＥＤ１の放射光は、ユニットケース３の内部空間である光学空間１
３で白色に合成され、光学シート９及び拡散板１０を介してバックライト装置５０の外部
に出射される。
【００３３】
　光センサ４はカラーセンサで、カラーセンサは、シリコンなどのフォトダイオードで構
成されて受光面にカラーフィルタ（不図示）が形成されている。例えば、図３に示すよう
なＲ、Ｇ、Ｂ波長の受光感度特性（グラフの縦軸）を有するＲ、Ｇ、Ｂの各フォトダイオ
ードを一体化させて組成することができる。あるいは、Ｒ、Ｇ、Ｂの各フォトダイオード
のそれぞれを近接させて配置するものでもよい。Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対応するフォト
ダイオードは、フォトダイオードの受光面にカラーフィルタを形成することで、他色の入
光を排除することができる。例えば、赤色光を入光するフォトダイオードの場合は、青色
光および緑色光を吸収して排除するカラーフィルタをフォトダイオードの受光部に形成す
る。なお、カラーセンサ８は、フォトダイオードに限定することなく、光電子倍増管やＣ
ＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ：電荷結合素子）などの受光素子を
利用することも可能である。
【００３４】
　制御回路６は、例えば、図４に示すように、光センサ４が検出した検出値をアナログ値



(7) JP 2011-44379 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

からデジタル値に変換するＡ／Ｄ処理部６ａ、検出値と所望の輝度及び所望の色度を有す
る光の光量値とを比較する比較演算部６ｂ、および、比較結果に基づきＬＥＤ１の駆動電
流を制御するＬＥＤ駆動部６ｃを備えている。
【００３５】
　制御回路６では、各ＬＥＤ１から発光した光の輝度および色度を光センサ４にて受光し
た検出値が、光センサ４に接続されている制御回路６に送信される。制御回路６に送信さ
れた検出値は、Ａ／Ｄ処理部６ａによりアナログ値からデジタル値へと変換され、比較演
算部６ｂに送信される。比較演算部６ｂでは、受信した輝度および色度の検出値とあらか
じめ設定されている所望の輝度および色度の値とを比較し、その比較結果をＬＥＤ駆動部
６ｃに送信する。ＬＥＤ駆動部６ｃは、受信した比較結果をもとに各ＬＥＤ１の駆動電流
値あるいは駆動パルス幅を制御する。
【００３６】
　また、比較演算部６ｂは、必要がある場合には輝度および色度の補正や調光などを行う
機能も備えている。なお、これらＡ／Ｄ処理部６ａと比較演算部６ｂとＬＥＤ駆動部６ｃ
との機能は、マイコンやＩＣなどに複合化することも可能である。
【００３７】
　つまり、制御回路６では光センサ４に入射するＲ、Ｇ、Ｂ各色のＬＥＤ１の光量及びそ
の比率が常に一定になるように、ＬＥＤ１に供給する電流値を制御するフィードバック制
御が行われる。
【００３８】
　制御回路６がＬＥＤ１に供給する電流値を制御する方式は、パルス波形としてＬＥＤ１
に供給される電流のピーク電流値を制御する方式と、電流のデューティー比を制御する方
式とを用いることができる。なお、ピーク電流値とは、ＬＥＤ１に供給する駆動電流にお
いて、振幅を最大とする電流値を意味する。また、デューティー比とは、制御回路６によ
りパルス波形として供給される駆動電流において、１周期内に供給される電流の時間的比
率（オン－オフ時間の比率）である。
【００３９】
　次に、光センサ４の感度の経時変化について説明する。
【００４０】
　対比説明のために、図５に、図２と対比して従来のＬＥＤ１を光源にとしたバックライ
ト装置５０ａの構成を示す一部切欠側断面図を示す。説明の重複を避けるために、図５に
おいて図２と同一機能箇所には同一符号を付してその個々の説明を省略する。図５で図２
と異なる部分は、側壁部材５ａに形成されている入射窓１４ａの形状である。図２では光
センサ４の受光面にＬＥＤ１からの出射光のうち直接光Ａ、Ｂが入射しないように、入射
窓１４ａに直接光遮蔽部位１５が形成されているが、図５では、直接光遮蔽部位１５は存
在しない。したがって光センサ４の受光面にはＬＥＤ１からの直接光Ａ、Ｂと、光学空間
１３のいずれかの壁部で反射した間接光Ａｎ、Ｂｎとの両方が入射する。そのため従来の
バックライト装置５０ａの光センサ４の受光量は、図２で示した本実施例のバックライト
装置５０の光センサ４に比べて大幅に増大している。
【００４１】
　つまり、本実施例のバックライト装置５０の光センサ４の入射照度は、従来のバックラ
イト装置５０ａの光センサ４の入射照度に比べて１／２０に抑制できることを確認した。
【００４２】
　光センサ４の感度の経時変化の原因は、光センサ４の受光面に形成されているカラーフ
ィルタの光劣化である。受光面に形成されているカラーフィルタは一般的に有機材料が用
いられている。有機材料は、長期間にわたってＬＥＤ１（特に青色）の放射光に曝される
と光劣化が生じ、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれに色分解するカラーフィルタが光劣化する。その結
果、光センサ４（カラーセンサ）の検出感度が使用開始時と比べて変化（本来フィルタで
遮断している波長吸収領域の成分の一部を通過させて、カラーセンサの内部に取りこまれ
る）してしまう。 　　　 
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　図６は、光劣化した場合のカラーフィルタのＲ、Ｇ、Ｂごとの吸収波長域の広がりを示
すグラフで、光劣化が発生していない正規の状態を実線で示し、経時変化により光劣化が
発生した状態を点線で示している。点線による波長域の幅が広がっており、吸収波長域（
あるいは透過波長域）が正規の状態から変化していることが示されている。
【００４３】
　図７は、従来のバックライト装置５０ａの光センサ４がカラーフィルタの経時変化に伴
い、光センサ４（Ｒセンサ、Ｇセンサ、Ｂセンサ）の感度が経時変化していく状態を示す
グラフである。従来のバックライト装置５０ａの光センサ４は、ＬＥＤ１からの直接光Ａ
、Ｂと間接光Ａｎ、Ｂｎとの両方を受光するため受光光量が、本実施形態のバックライト
装置５０の光センサ４に比べると大きくなる。そのためカラーフィルタの光劣化が発生す
る。カラーフィルタの吸収波長域（あるいは透過波長域）が正規の状態から変化している
ことに伴って、各色センサ（Ｒセンサ、Ｇセンサ、Ｂセンサ）のいずれのセンサ感度も大
きく変化した経時変化による劣化を示している。すなわち、図６のグラフに示したように
、Ｇセンサのフィルタ吸収波長域の境界（点線）は、Ｒセンサ側よりもＢセンサ側の広が
りが大きい。それにより、波長の短いＢｌｕｅの光によってＧセンサのフィルタが他のフ
ィルタよりも劣化する。その結果として図７のグラフに示した様にＧセンサには、正規の
状態であればフィルタによりカットされるべきＢｌｕｅの光成分が通過して入光し、受光
量が増加しての底上げ値となっている。
【００４４】
　一方、図８は、本実施形態のバックライト装置５０の光センサ４（Ｒセンサ、Ｇセンサ
、Ｂセンサ）の感度の経時変化を示すグラフである。本実施形態のバックライト装置５０
の光センサ４は、ＬＥＤ１からの直接光Ａ、Ｂを遮断して間接光Ａｎ、Ｂｎのみしか受光
しないため受光光量が少ない。そのためカラーフィルタの経時的な光劣化もあまり見られ
ず、Ｒ、Ｇ、Ｂいずれの光センサ４の感度についての経時変化もほとんど見られない。
【００４５】
　次に、従来のバックライト装置５０ａの光センサ４で制御した場合のバックライト装置
５０ａの輝度と色度の経時変化と、本実施形態のバックライト装置５０の光センサ４で制
御した場合のバックライト装置５０の輝度と色度の経時変化とについて説明する。
【００４６】
　図９は、従来のバックライト装置５０ａの光センサ４の出力で制御した場合の、バック
ライト装置５０ａの輝度の経時変化を示すグラフである。また、図１０は、本実施形態の
バックライト装置５０の光センサ４の出力で制御した場合の、バックライト装置５０の輝
度の経時変化を示すグラフである。
【００４７】
　図９に示したように、従来のバックライト装置５０ａの光センサ４で制御した場合のバ
ックライト装置５０ａの輝度は、経時的に大幅に低下している。つまり、図７で示したよ
うに、従来のバックライト装置５０ａの光センサ４（Ｒセンサ、Ｇセンサ、Ｂセンサ）は
、カラーフィルタの経時変化に起因して感度が経時変化し、検出した値は本来の値よりも
大きな値になる。このセンサの本来の値よりも大きな値によりＬＥＤ１の出力を制御する
と、ＬＥＤ１の出力は本来の値よりも小さくなる。したがって、本来の値よりも小さくな
ったＬＥＤ１の出力による照射では、バックライト装置５０ａの発光面の輝度も低下する
。
【００４８】
　一方、図１０に示したように、本実施形態のバックライト装置５０の光センサ４で制御
した場合のバックライト装置５０の輝度は、経時的にもほぼ一定で大きな変化は見られず
、長期的に安定した輝度のバックライト装置５０が得られる。
【００４９】
　図１１は、従来のバックライト装置５０ａの光センサ４の出力で制御した場合のバック
ライト装置５０ａの色度の経時変化を示すグラフである。また、図１２は、本実施形態の
バックライト装置５０の光センサ４の出力で制御した場合のバックライト装置５０の色度
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の経時変化を示すグラフである。
【００５０】
　なお、図１１および図１２において、縦軸のΔＣｘ、ΔＣｙは、ＣＩＥ色度座標におけ
るＬＥＤ１の発色の色座標（Ｃｘ、Ｃｙ）での変化量を示している。
【００５１】
　図１１に示したように、従来のバックライト装置５０ａの光センサ４の出力で制御した
場合のバックライト装置５０ａの色度は、経時的に大幅に低下している。一方、図１２に
示したように、本実施形態のバックライト装置５０の光センサ４の出力で制御した場合の
バックライト装置５０の色度は、経時的にもほぼ一定で大きな変化は見られず、長期的に
安定した色度のバックライト装置５０が得られる。
【００５２】
　これらの結果、本実施形態のバックライト装置５０の光センサ４で制御した場合のバッ
クライト装置５０では、光センサ４を使用して輝度、色度制御をおこなった際に、輝度、
色度ズレはほとんど生じないことを確認した。したがって、長時間使用しても性能的に安
定した照明効果の得られるバックライト装置５０が得られる。
【００５３】
　なお、上述の実施形態では、ＬＥＤ１光源をユニットケース３の内部の底面３ａに配置
する、直下方式で構成しているが、ＬＥＤ１光源をユニットケース３端部に配置し、導光
板（光伝導領域）で均一な面発光を得る導光板方式や、反射板で均一な面発光を得る中空
方式においても、それぞれの方式に対応した形態を採用することにより実現可能である。
【００５４】
　次に、上述の実施形態を基にした実施例について説明する。
【実施例１】
【００５５】
　図１３は、実施例１の一部切欠側断面図である。実施例１の基本構造は上述の実施形態
と同じであるが、側壁部材５ｂに形成されている入射窓１４ｂの形状が異なる。したがっ
て、説明の重複を避けるために、図１３において図２と同一機能箇所には同一符号を付し
てその個々の説明を省略する。なお、図１３では制御回路６は図２と同じであるので省略
している。
【００５６】
　図２では光センサ４の受光面が入射窓１４の入光面に対して対峙しているので、ＬＥＤ
１からの直接光Ａ、Ｂが受光面に入射しないように、受光面の前方に直接光遮蔽部位１５
を形成している。この実施例１では、図１３に示したように、光センサ４の受光面の背面
側が入射窓１４の入光面に対するように直接光遮蔽部１５ａを形成している。したがって
、光センサ４の受光面には、ＬＥＤ１からの直接光Ａは入射せず、いずれの個所かで反射
した間接光Ａｎのみが入射する。
【００５７】
　したがって、実施例１のバックライト装置５０Ａは、上述の実施形態で示したバックラ
イト装置５０と同様に、経時的にもほぼ一定で長期的に安定した光学性能のバックライト
装置５０Ａが得られる。
【実施例２】
【００５８】
　図１４は、実施例２の一部切欠側断面図である。実施例２の基本構造は上述の実施形態
と同じであるが、反射部材１６ａの形状や光センサ４の設置位置が異なる。したがって、
説明の重複を避けるために、図１４において図２と同一機能箇所には同一符号を付してそ
の個々の説明を省略する。なお、図１４では制御回路６は図２と同じであるので省略して
いる。
【００５９】
　実施例２においては、光センサ４はＬＥＤ１が設置されている位置よりも下方のユニッ
トケース３の下方に設けられた光センサ保持板１７に配置されている。ただし、その位置
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面が受光することを回避することはできない。そのため、様々な位置に配置されているＬ
ＥＤ１からの直接光Ａを、光センサ４の受光面に入射することを遮蔽するために、反射部
材１６に直接光遮蔽部として入射窓１４ｂを設け、更に、ユニットケース３にも光案内孔
１８を設けている。入射窓１４ｂは、光センサ４の受光面に対しての、位置と大きさのそ
れぞれの設定によりＬＥＤ１からの直接光Ａ、Ｂを全て遮断するようにしている。
【００６０】
　したがって、光センサ４の受光面には、ＬＥＤ１からの直接光Ａ、Ｂは入射せず、いず
れの個所かで反射した間接光Ａｎのみが入射窓１４ｂと光案内孔１８とを経由して入射す
る。
【００６１】
　したがって、実施例２のバックライト装置５０Ｂは、上述の実施形態で示したバックラ
イト装置５０と同様に、経時的にもほぼ一定で長期的に安定した光学性能のバックライト
装置が得られる。
【００６２】
　なお、本発明は上記の実施形態のそのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記の実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例え
ば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異
なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
　１・・・ＬＥＤ、２・・・ＬＥＤ実装基板、３・・・ユニットケース、３ａ・・・底面
、４・・・光センサ、５、５ａ・・・側壁部材、６・・・制御回路、７・・・レンズシー
ト、８ａ、８ｂ・・・拡散シート、９・・・光学シート、１０・・・拡散板、１１・・・
面発光ユニット、１２・・・フロントフレーム、１３・・・光学空間（光伝導領域）、１
４、１４ａ、１４ｂ・・・入射窓、１５、１５ａ、１５ｂ・・・直接光遮蔽部位、１６、
１６ａ・・・反射部材、１７・・・光センサ保持板、１８・・・光案内孔、５０、５０Ａ
、５０Ｂ・・・バックライト装置。
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